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名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長 

新型コロナウイルス感染症にかかる職員および利用者への 

あらためての注意喚起について（依頼） 

日頃は本市介護保険事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございま

す。 

各施設におかれましては、新型コロナウイルス感染症にかかる感染拡大防止

策を講じながら事業の継続にご尽力いただいており、厚く御礼申し上げます。 

見出しの件については 11月 13日に依頼いたしましたが、依然として新型コ

ロナウイルス感染症については第３波とみられる感染が拡大しており、複数の

高齢者施設においても感染者が発生しているところです。 

感染者が発生した高齢者施設では、職員が最初に発熱し、その後勤務に入る

ことにより施設内に感染が拡大したとみられる事例が確認されております。 

繰り返しとなりますが、施設内での感染拡大を防止するためには、施設側の

努力だけでなく、個々の職員及び利用者の方の協力による「新型コロナウイル

スを施設に持ち込まない、広めない」対策が必要不可欠です。 

つきましては、別添資料を一部改訂いたしましたので、ご活用いただき、

個々の職員および利用者の方におかれましても感染対策等について適切に行っ

ていただくよう、あらためての注意喚起をお願いいたします。 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課（電話９７２－３０８７）



 日ごろは新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながらサービス提供に従事してい

ただき、ありがとうございます。現在、再び新型コロナウイルス感染症の感染が拡大して

おり、報道では第３波の到来ではと言われています。 

 そこで、高齢者施設内での感染拡大を防止するために、下記のことについてあらためて

皆さんにお願いします。 

これからも新型コロナウイルス感染症から介護現場を守るため、ご協力お願いします。 

名古屋市健康福祉局介護保険課

高齢者施設で働く皆さんへのお願い 

皆さんすでにしっかり取り組んでいただいているところかとは思いますが、あら

ためて、手指消毒やマスク等の着用、換気の徹底等、基本的な感染対策の徹底をお

願いします。基本的な対策をきちんとしていただくことが、利用者の方や職員の皆

さんを守るために、何より大切です。 

感染対策の徹底を！

プライベートや別の勤務先で万が一濃厚接触者となってしまった場合は、保健

センターからの指示に従うとともに、必ず職場に連絡してください。きちんと情

報が入らなければ、職場である高齢者施設が感染拡大防止のための適切な対応が

取ることができません。皆さんの職場の利用者や職員を守るには、皆さんからの

早く正しい情報提供が必要です。 

濃厚接触者となった場合等は必ず職場へ連絡を！

感染者が発生した高齢者施設では、職員が最初に発熱し、その後勤務に入ることに

より施設内に感染が拡大したとみられる事例も確認されております。高齢者施設にお

ける新型コロナウイルスの感染拡大防止には、「ウイルスを施設に持ち込まない・広

めない」対策の徹底が必要です。発熱等の症状がある場合は出勤せず、必要に応じて

PCR 検査を受ける等、必ず病院を受診して医師の判断を仰いでください。 

発熱したら休んでください！



 日ごろはサービス利用の際に新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めていただき、

ありがとうございます。現在、再び新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しており、報

道では第３波の到来ではと言われています。 

 そこで、高齢者施設内での感染拡大を防止するために、下記のことについてあらためて

皆さんにお願いします。 

 これからも新型コロナウイルス感染症から介護現場を守るため、ご協力お願いします。

名古屋市健康福祉局介護保険課 

介護保険サービスをご利用の皆さんへのお願い

皆さんすでにしっかり取り組んでいただいているところかとは思いますが、あら

ためて、手指消毒やマスク等の着用、換気の徹底等、基本的な感染対策の徹底をお

願いします。基本的な対策をきちんとしていただくことが、利用者の皆さん方や職

員の方を守るために、何より大切です。 

感染対策の徹底を！

万が一新型コロナウイルス感染症に感染してしまったり濃厚接触者となってしま

った場合は、保健センターからの指示に従うとともに、必ずケアマネジャーおよび

利用施設に連絡してください。きちんと情報が入らなければ、高齢者施設が感染拡

大防止のための適切な対応が取ることができません。皆さんの利用されている施設

の利用者や職員を守るには、皆さんからの早く正しい情報提供が必要です。 

濃厚接触者となった場合等は必ず利用施設へ連絡を！

感染者が発生した高齢者施設では、利用者が発症後にサービスを利用したことに

より施設内に感染が拡大したとみられる事例も確認されております。高齢者施設に

おける新型コロナウイルスの感染拡大防止には、「ウイルスを施設に持ち込まな

い・広めない」対策の徹底が必要です。発熱等の症状がある場合は可能な限りサー

ビス利用をお休みし、病院を受診して医師の判断を仰いでください。 

発熱したら休みましょう！


